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令和２年 第８回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      令和２年８月１９日（水）     午後２時００分開会 

                 午後３時３０分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 本館３階 ３０１会議室  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

３６ 摂津市立学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する

規則の一部を改正する規則制定の件 
承認 

 

報告事項 

件       名 

事業実施に伴う後援等名義の使用許可について 

令和２年度７月までの問題行動等報告について 

令和２年度７月までの問題行動等報告具体的事案について 

各課事業日程報告について 
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箸尾谷知也 
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坂 井 知 子 

 

教育次長兼教育総務部長  

教育総務部参事 
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学校教育課参事 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、令和２年第８回教育委員会定例会を開催いたしま

す。本日の署名委員は坂井委員です。よろしくお願いいたします。 

本日は付議事件が１件、報告事項が４件ございます。 

まず、本日の議事進行について各委員にお諮りします。 

報告事項（３）につきましては、個人が特定される恐れがあるた

め、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１４条第７項

の規定によりまして、秘密会として行いたく存じます。 

従いまして、議案第３６号から審議し、秘密会以外の案件を除き、

すべてを終えた後に、暫時休憩を取ります。引き続いて秘密会を宣

言し、報告事項（３）に進みますが、これらについて関係部課長の

出席を求め、再開をしたいと思います。皆様ご異議ございませんで

しょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、ご

説明したとおり進行いたします。 

それでは、議案第３６号「摂津市立学校の府費負担教職員の業務

量の適切な管理等に関する規則の一部を改正する規則制定の件」に

ついて、学校教育課から説明をお願いします。 

 

議案第３６号「摂津市立学校の府費負担教職員の業務量の適切な

管理等に関する規則の一部を改正する規則制定の件」について、ご

説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

今回は、「教育委員会が定めることとする」となっていたものを

「教育長が定めることとする」という文言修正とのことですが、全

く意味が異なることになりますので、今後このようなことがないよ

うに条例・規則等の制定にあたっては関係部局と調整のうえ、しっ

かりと確認をお願いしたいと思います。 

それではご質問等が無いようですので、議案第３６号「摂津市立

学校の府費負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則の一
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全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

 

教育次長 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

西川委員 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

部を改正する規則制定の件」について原案とおり承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第３６号「摂津市立学校の府費

負担教職員の業務量の適切な管理等に関する規則の一部を改正す

る規則制定の件」については承認いたします。 

では、次に移ります。報告事項（１）事業実施に伴う後援等名義

の使用許可について、教育政策課より説明をお願いします。 

 

［事業実施に伴う後援等名義の使用許可について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

上から３つめの「令和２年度三島ブロックジュニアリーダー交歓

会」は、摂津市の代表グループが参加するということなのでしょう

か。 

 

三島ブロック内で輪番制となっており、今年度は担当市である高

槻市で開催されます。摂津市からは４、５名のジュニアリーダーが

参加して、各地域の方々との親睦を深め、交流するものでございま

す。来年度は担当市が摂津市になる予定でございます。 

 

新型コロナウイルス感染症予防の対策を徹底したうえで、交流を

深めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

新型コロナウイルスの影響により、行事やイベント等が中止にな

っていると思いますが、例年の申請数と比べてどうなのか分かる範

囲で教えていただきたいと思います。 

 

例年の申請数との変化ですが、具体的な数は確認できておりませ

んが、毎年後援申請されている団体からの申請は減少しておりま

す。今後申請があった場合は、新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止策を万全にして実施するか等を確認したうえで、後援許可の決
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教育長 

 

 

 

 

学校教育課参事
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教育長 

 

 

 

学校教育課参事

兼課長代理 

 

西川委員 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事

兼課長代理 

 

 

 

 

 

坂井委員 

 

 

定をしてまいりたいと考えております。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは特にございませんので、次に進みます。（２）令和２年

度７月までの問題行動等報告について、学校教育課より説明をお願

いします。 

 

［令和２年度７月までの問題行動等報告について説明］ 

 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

７月３０日までの累計とご説明いただきましたが、３１日までで

はないのでしょうか。 

 

 ７月３１日までの誤りでございます。申し訳ございません。７月

１日から７月３１日までの累計でございます。 

 

同じ児童による繰り返しとのことですが、１人の児童が暴力をす

ると周りの子どもたちにも波及しているのかどうかという現状に

ついて教えていただきたいと思います。 

また、以前学校訪問に行った際は割と緊張感を持って子どもたち

が授業に取り組んでいる様子も見られましたが、新型コロナウイル

スの影響で様子が変わってしまっているのか、それが摂津市の学校

全体がそうなのか、状況等が分かれば教えてください。 

 

前回の定例会にて、中学校１年生の案件が多い傾向があると報告

させていただきましたが、７月の暴力行為については、同じ児童に

よる繰り返し以外は、特にどの学年が多い等の傾向は見られませ

ん。同じ児童による繰り返しがある学級や学年も、暴言が増えてい

る等の傾向がありますので、早急に対応に努める必要があると捉え

ております。 

 

基本的な質問ですが、先月から続いている、経過を見ている案件

も毎月件数には入っているのでしょうか。 
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学校教育課参事

兼課長代理 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課参事

兼課長代理 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事

兼課長代理 

 

 

 

 

 

西川委員 

 

 

学校教育課参事

兼課長代理 

 

教育長 

 

 

 

先月と同じ児童生徒が、同じ案件として続いている場合は計上し

ませんが、暴力行為等の別の案件が発生した場合は新しく数を計上

しております。 

 

もう一度、どの問題で一人の子どもが何件行っているのか説明を

お願いします。 

 

小学校の対教師暴力につきましては６件のうち５件が同じ児童

になります。中学校の暴力行為は、生徒間７件のうち３件と教師暴

力１件合計４件は同じ生徒が行っております。 

 

対教師暴力が８件で、昨年度に比べて特に小学校が増えています

が、同じ児童による繰り返しということですので、単に問題行動等

を起こす生徒の数が増えたわけではないということですね。 

しかし、学校再開後２か月間で昨年同月と比べても多いので、今

後さらに注意する必要があると思いますが、増えている原因はどう

分析しているのでしょうか。 

 

同じ児童による繰り返しと対教師暴力の件数が増えていること

が今年度の特徴でございます。学校再開後、子どもたちは落ち着き

を取り戻しつつありますが、長期休業期間で抱えたストレスや不安

が要因となって、言葉の行き違いやからかいなどが発展して暴力行

為につながってしまっているのではないかと考えております。さら

に分析を進め、対応をしていきたいと思います。 

 

 対教師暴力が新任の教員に対して集中しているということはな

いのでしょうか。 

 

 新任の教員に集中しているかどうかは現在確認中でございます。

学校に対しては組織的に対応するよう指示をしております。 

 

他に何かご意見・ご質問等はございますか。それでは特にござい

ませんので、次に進みます。（４）各課事業日程報告について、教

育政策課より説明をお願いします。 
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教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

［各課事業日程報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは特にございませんので、秘密会以外の審議につきまして

はすべて終了いたしました。会議の始めにお諮りしましたとおり、

ここで暫時休憩をとり、秘密会として再開いたします。関係者以外

の方はこれで終了です。ご苦労様でした。 

では、暫時休憩します。 

 

《暫時休憩》 

 

それでは秘密会として再開します。 

（３）令和２年度７月までの問題行動等報告具体的事案につい

て、学校教育課より説明をお願いします。 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

これにて秘密会を解きます。 

では、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の定例教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 

 


